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◆人口 170,034 人  男：79,764 人 

女：90,270 人 
 
◆世帯 77,358 世帯 

※令和７年（2025 年）４月１日現在 
 

◆面積 39.66 平方キロメートル 
 
◆観光客数 約 1,594 万人 
 
◆海水浴客数 約 30 万人 
※記者発表資料より 
 

 

平和都市宣言 
    われわれは、 
    日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 
    核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 
    全世界の人々と相協力してその実現を期する。 
    多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 
    ここに永久に平和都市であることを宣言する。 
                                           
                               昭和 33 年８月 10 日 

                  鎌倉市 

                            
鎌倉市民憲章 

                                                                       昭和 48 年 11 月３日 制定 
 

     前 文  
鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、わたくしたち市民のふるさとです。 
すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、平和を信条とし、世界の国々との友好に努めるとともに、 

わたくしたちの鎌倉がその風格を保ち、さらに 高度の文化都市として発展することを願い、ここに市民憲章を定 

めます。  
      
     本 文  
１ わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、住民自治を確立します。 
１ わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・文化・福祉の充実に努めます。 
１ わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任をもってこれを後世に伝えます。 
１ わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまちづくりに努めます。 
１ わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に良識と善意をもって接します。  



１．２．１ 機構図

令和7年（2025年）４月１日現在

※ 記載の順番は機構順ではありません。

 動物保護管理担当

戸別収集担当

今泉クリーンセンター担当

 環境部次長

環境政策課

深沢クリーンセンター担当

笛田リサイクルセンター担当

環境センター

 環境施設課 環境施設担当

 環境部次長

環境政策エネルギー担当

名越クリーンセンター担当

環境総務担当

ごみ減量対策担当

 環境部長

 環境政策課

 環境保全課

 環境保全担当

 環境部次長 ごみ減量対策課
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１．２．２ 事務分掌 

令和７年（2025 年）４月１日現在 

 

環境政策課 

１ 部内の事務事業に関する企画、調整及び推進についての事項 

２ 部内の予算及び経理の総括についての事項 

３ 部内の庶務についての事項 

４ 環境政策及びエネルギー政策に関する総合的企画、調整及び推進についての事項 

５ 環境施策及びエネルギー施策による事業の推進についての事項 

６ 環境教育の推進に関する総合的企画及び調整についての事項 

７ 環境保全意識の普及及び啓発並びに環境保全行動指針についての事項 

８ 環境アセスメントについての事項 

９ 環境審議会についての事項 

  

ごみ減量対策課 

１ 循環型社会の形成に関する総合的企画、調整及び推進についての事項 

２ 廃棄物の処理及び清掃事業の計画、調整及び実施についての事項 

３ 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業についての事項 

４ 一般廃棄物の処理等に関する諸統計及び報告についての事項 

５ 一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用についての事項 

６ 廃棄物減量化及び資源化推進審議会についての事項 

     

環境施設課 

１ 一般廃棄物処理施設の整備計画及び建設についての事項 

２ ごみ処理広域化事業についての事項 

３ 最終処分場の管理についての事項 

４ 生活環境整備審議会についての事項 

 

環境保全課 

１ 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)、悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)、特定

工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和 46 年法律第 107 号)及び振

動規制法(昭和51年法律第64号)による届出の受理等及び改善勧告命令等につい

ての事項 

２ 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成９年神奈川県条例第 35 号)による

届出等の受付等及び事業所に対する改善命令等についての事項 

３ 公害防止に関する調査、測定、分析、対策及び指導、助言等についての事項 

４ 深夜花火の防止対策に関する総合的調整についての事項 

５ まちの美化についての事項 

６ 路上喫煙の防止についての事項 

７ まち美化推進協議会についての事項  



１.総 説 

 ２.環境部の組織 

4 

８ 落書きの防止についての事項 

９ 廃棄物の不法投棄の防止についての事項 

10 公衆トイレの維持及び清掃についての事項 

11 あき地の環境保全についての事項 

12 海浜の環境保全についての事項 

13 ねずみ族及び衛生害虫の相談についての事項 

14 災害時等の消毒についての事項 

15 墓地等の経営の許可等についての事項 

16 専用水道、簡易専用水道及び小規模水道等の衛生対策についての事項 

17 犬の登録、狂犬病予防注射済票交付事務等についての事項 

18 野生鳥獣の保護及び捕獲についての事項 

 

環境センター 

１ 名越クリーンセンター、今泉クリーンセンター、深沢クリーンセンター及び笛田

リサイクルセンターの管理についての事項 

２ ごみの収集・運搬作業の計画及び実施についての事項 

３ ごみの減量化の指導及び資源化の実施についての事項 

４ 清掃車両の整備計画及び管理についての事項 

５ 清掃作業の指導についての事項 

６ 清掃器具及び資材の整備についての事項 

７ 一般廃棄物処理手数料（し尿を除く。）及び産業廃棄物処分費用についての事項 

８ ごみの処理についての事項 

９ ごみ処理施設の運転及び維持管理についての事項 

10 ごみの理化学試験及び処理対策についての事項 

11 し尿の処理についての事項 

12 し尿処理設備等の運転及び維持管理についての事項 

13 し尿の理化学試験及び処理対策についての事項 

14 廃棄物の再利用に関する啓発及び推進についての事項 

15 資源物の処理についての事項 

16 資源物処理施設の運転及び維持管理についての事項 

 

 

 

笛田リサイクルセンター 
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１．２．３ 職員数 

令和７年（2025 年）４月１日現在 

区    分  事務 技術 
技能 

労務職 

職員 

再任用 

職員 

任期付 

短時間 

勤務職員 

会計 

年度 

職員 
計  備 考 

環境部長  １  
 

 
 

１  

環境部次長 ３   

 

 

 

３ 

環境政策課担当課長兼

務 1 名 

環境施設課長兼務 1 名 

環境センター担当課長

兼務 1 名 

環境政策課   ６(２)   
 

 ２ ８(２)   

 

課長 １(１)      １（１）  

課長補佐 １      １ 
環境総務担当担当係長

兼務 

環境総務担当 ２(１)     １ ３(１)  

環境政策エネ
ルギー担当 

２     １ ３  

ごみ減量対策
課 

17(１)

【１】 
    30 

47(１) 

【１】 
 

 

課長 ２      ２  

課長補佐 １      １ 
ごみ減量対策担当担
当係長兼務 

ごみ減量対策
担当 

10(１) 

【１】 
    18 

28(1) 

【１】 
 

戸別収集担当 
４ 

【１】 
    12 

16 

【1】 

【環境センター課長補

佐兼務 1 名】 

環境施設課 ２(２)  
１ 

（１） 
 

１ 

【１】 
  

４（３） 

【１】 
 

 

課長 (１)      （１）  

課長補佐 １ １     ２ 
環境施設担当担当係長

兼務２人 

環境施設担当 １（１） （１）  
１ 

【１】 
  

２（２） 

【１】 

【環境センター兼務１

人】週 38 時間 45 分勤

務１名 

環境保全課 ７ ２ ２ １  ８ 20   

 

課長 １      1  

課長補佐         

環境保全担当   ３ ２ ２ １  ３ 11 週 31 時間勤務 1 名 

動物保護管理
担当 

３ 
 

 
   ５ ８  
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区    分  事務 技術 
技能 

労務職 

職員 

再任用 

職員 

任期付 

短時間 

勤務職員 

会計 

年度 

職員 
計  備 考 

環境センター 
５(５) 

【１】 
１(４) 28 16  19 

69(９) 

【１】 
 

 

担当課長 
１ 

（１） 

【１】 

      

１ 

（１） 

【１】 

  

 

【ごみ減量対策課担当 

課長兼務 1 名】 

課長補佐 １ １     ２ 

名越クリーンセンター

担当担当係長、今泉ク

リーンセンター担当担

当係長、深沢クリーン

センター担当担当係

長、笛田リサイクルセ

ンター担当担当係長兼

務２名 

名越クリーン

センター担当 
（１） (１)     (２)  

今泉クリーン

センター担当 

３ 

（１） 
(１) 27 14  16 

60 

(２) 

名越クリーンセンタ

ー、深沢クリーンセン

ター、笛田リサイクル

センター兼務 18 名 

週 38 時間 45 分勤務 1

3 名、週 31 時間勤務 1

名 

深沢クリーン

センター担当 
（１） (１) １   １ 

２ 

（２） 

名越クリーンセンタ

ー、今泉クリーンセン

ター、笛田リサイクル

センター兼務１名 

笛田リサイク

ルセンター担

当 

（１） (１)  ２  ２ ４(２) 

週 38 時間 45 分勤務 1

名、週 23 時間 15 分勤

務 1 名 

名越クリーンセンタ

ー、今泉クリーンセン

ター、深沢クリーンセ

ンター兼務２名 

合    計 
40 

【２】 
５ 30 

18 

【１】 
 59 

152 

【３】 
 

 

(注 1)（ ）書きは他の職を兼務 例：次長と課長もしくは課長補佐と係長 

(注 2)【 】書きは他課からの職を兼務 
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１．２．４  附属機関等 
令和７年（2025 年）４月１日現在 

 
鎌倉市環境審議会(平成６年（1994 年）12 月設置） 

市長の諮問に応じ、市における環境保全についての基本事項又は重要事項を調査審議
するとともに、環境の保全に関する事項について、市長に意見を述べる事ができる組織。 
第 15 期（任期：令和７年１月６日～令和９年１月５日）の委員は９人。（学識経験者

４人、市民２人、事業者３人）（鎌倉市環境基本条例第 17 条第４項） 
 
かまくら環境保全推進会議（平成９年（1997 年）８月設置） 

環境基本計画や環境保全行動指針に基づき市民、事業者、市が協働して環境保全の施
策を積極的に推進するための組織。 
 委員９人（市民５人、事業者２人、環境保全団体２人）（鎌倉市環境基本条例第 18条
第２項） 
 
鎌倉市環境施策推進協議会（平成６年（1994 年）５月設置） 
 市の環境保全施策推進のための全庁的な体制として、市の機関相互の緊密な連携及び
施策の調整を図り、環境保全の施策を推進するための組織。 
 委員 21 人（副市長 2人、部長等 19 人）（鎌倉市環境基本条例第 18条第１項） 
 
鎌倉市生活環境整備審議会（昭和 39 年（1964 年）６月設置） 
 本市における生活環境の整備を図り、近代都市としての健全な発展及び公衆衛生の向
上に必要な改善を加えるため、重要事項を調査審議する組織。 
 委員 10 人以内（学識経験者）（鎌倉市生活環境整備審議会条例第４条） 
 
鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会（平成５年（1993 年）４月設置） 
 市、事業者及び市民の相互の協力及び連携の下に減量化及び資源化を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項について、調査審議するための組織。 
 委員 10 人（学識経験者６人、関係団体等の代表者３人、公共的団体等の代表者１人）
（鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例第８条） 
 
鎌倉市まち美化推進協議会（平成 13 年（2001 年）４月設置） 
 市、市民、事業者、滞在者等の協働によるまちの美化の推進についての基本的事項及
び重要事項を調査審議するための組織。 
 委員 10 人。（学識経験者１人、市民２人、市民活動団体２人、事業者２人、公共的団
体の代表３人）（鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例第 11 条） 
 
鎌倉市エネルギー施策推進委員会（平成 24年（2012 年）９月設置） 
 市のエネルギー施策推進のための取組方針を示し、円滑な事業実施を図るための組織。 
 委員 11 人（副市長２人、部長９人）（鎌倉市エネルギー施策推進委員会設置要綱第３
条） 
 
鎌倉市住居における物品等の堆積による不良な状態の解消に関する審議会（平成 30
年（2018 年）７月設置） 
 市民が居住する建物等における物品等の堆積による不良な状態の発生を未然防止する
とともに、不良な状態の解消を図り、かつ、再び発生させないための支援及び措置に関 
し必要な事項を審議する組織。 
委員７名（学識経験者３名、公共的団体等の推薦者４名） 
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１．３．１  鎌倉市環境基本計画 
 

策定、目的と役割 
鎌倉市環境基本計画は、平成６年（1994 年）に制定された環境基本条例の理念を実

現するため、平成 17 年度（2005 年度）までの計画として平成８年（1996 年）２月に
策定されたもので、良好な環境を保全することはもとより、より良い環境の創造をめ
ざし、市民、事業者、滞在者、行政が協働して総合的、計画的に施策を推進していく
ための指針として大きな目的を持っています。 
 

改訂経過 
平成 18 年（2006 年）３月に環境問題に関する状況の変化や新たな課題に対応する

ため、その一部を改訂し、平成 18 年度（2006 年度）から平成 27 年度（2015 年度）
までを計画期間とする第２期鎌倉市環境基本計画を策定しました。 
第２期鎌倉市環境基本計画の策定から５年が経過した平成 23 年（2011 年）3 月に

は、基本的にそれまでの計画の目標等を継承しつつ、主に目標を達成するための指標
や施策等を現状に即して見直し、第２期改訂版を策定しました。第３次鎌倉市総合計
画を環境面において補完する行政計画として、さまざまな施策に環境の視点を通し、
各施策に総合的な関連性を持たせています。 
その後、平成 25 年（2013 年）４月に東日本大震災を契機とする国のエネルギー政

策の見直しや放射能問題など社会的事情に配慮し第２期改訂版の一部改訂を行いま
した。 
そして第２期鎌倉市環境基本計画の期間の最終年度である平成 27 年度（2015 年度）

に、平成 28 年度（2016 年度）から令和７年度（2025 年度）を計画期間とする第３期
鎌倉市環境基本計画を策定しました。第３期では、地球温暖化の影響とみられる近年
の集中豪雨や甚大な被害が予測される地震災害等に対応するため、第２期で定めた７
つの目標の柱に、新たに「災害と環境への取り組み」を追加しました。また、環境基
本計画との関連が強い「鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画」及び「鎌倉市環境教育
行動計画」を第３期から環境基本計画と合わせて、一つの冊子にまとめています。 
その後、令和４年（2022 年）５月に第３期鎌倉市環境基本計画の策定から５年が経

過したことや、国の2050年カーボンニュートラルに向けた動向を踏まえるとともに、
「持続可能な社会の実現に向けた SDGs の考え方」や「温室効果ガスの更なる削減、
脱炭素化に向けた取組、頻発する異常気象や激甚化する災害等気候変動による影響へ
の対応」などにポイントを置いて一部改訂を行いました。  
 

進行管理 
 環境基本計画の16の具体的な目標における指標等の進行状況は年度ごとに把握し、
かまくら環境白書にまとめ公表しています。市民、事業者、環境保全団体等で構成す
る「かまくら環境保全推進会議」からの意見や諮問機関である「鎌倉市環境審議会」
の点検・評価を得ながら、施策の立案、見直しを行ない、目標実現に向け効率的な施
策の推進を図っています。 

 
！ＭＥＭＯ ｢鎌倉市環境基本条例の３つの理念｣とは 
 
 鎌倉市環境基本条例では、現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的と
して、３つの基本理念を掲げています。 
①環境の保全は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の

世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。 
②環境の保全は、人と自然とが共生し、環境への負荷が少なく持続的に発展することができる社会を構築する
ことを目的として、すべての者の積極的な取組によって行われなければならない。 

③地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、市民の健康で安全かつ快適な生活を将来にわたって確保

する上で極めて重要であることから、すべての事業活動及び日常活動において推進されなければならない。 
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１．３．２ 鎌倉市エネルギー基本計画、鎌倉市エネルギー実施計画 
 

策定の経過 

 本市は、「鎌倉市環境基本計画」及び「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」に基づ

き、エネルギーへの取り組みを実施してきました。しかし平成 23 年（2011 年）３月 11

日に発生した東日本大震災を契機に、国内のエネルギー政策の方向性は、抜本的な見直

しを迫られました。 

 このような状況の中、平成 24 年（2012 年）７月に「鎌倉市エネルギー条例」が議員提

案により制定され、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に向けて、

施策に関する基本的な方針を示す計画を策定することが定められました。平成24年（2012

年）９月には、庁内に「鎌倉市エネルギー施策推進委員会」を設置し、実現可能な施策

から順次事業展開を図っています。 

 そして、平成 26年（2014 年）３月に、国、県の動向を意識しながら、鎌倉市環境基本

計画の内容を踏まえ、エネルギー部分に特化した個別計画として、本市にふさわしいエ

ネルギー施策の方向性を示す「鎌倉市エネルギー基本計画」を、平成 26 年度（2014 年度）

には、この鎌倉市エネルギー基本計画で示した目標等を実現するために、具体的に実施

している施策、市民及び事業者等による取り組みについて掲載した「鎌倉市エネルギー

実施計画」を策定しました。「鎌倉市エネルギー基本計画」及び「鎌倉市エネルギー実

施計画」に基づく施策の執行状況については「エネルギー施策実施状況報告書」にまと

め、毎年公表しています。 

 また、「エネルギー基本計画」は、「鎌倉市エネルギー条例」において少なくとも３

年ごとに検討し、必要に応じて見直すと規定されており、国や世界的な情勢の変化を受

けて、平成 29 年（2017 年）３月、鎌倉市エネルギー基本計画の改訂を行い、あわせて鎌

倉市エネルギー実施計画も改訂し、冊子も一冊にまとめました。 
 
計画の位置づけ 

 市では、第３次鎌倉市総合計画基本構想において、市の将来都市像を「古都としての

風格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」と定めています。さらに、

将来目標の１つとして「省エネルギーを進めるとともに、再生可能なエネルギーの創出

を推進する」ことを掲げています。 

 また、第３期鎌倉市環境基本計画では、同計画で示した環境理念を実現するための具

体的な目標の１つとして「エネルギーの有効利用」を掲げ、「家庭や事業所における省

エネルギーや再生可能エネルギー等の導入を促進するとともに、効率的なエネルギーの

利用の促進や脱炭素まちづくりの推進」を図ることとしています。 

 鎌倉市エネルギー基本計画は、環境基本計画における「エネルギーの有効利用」の施

策の展開を図るための個別計画として位置づけ、総合計画及び環境基本計画と整合性を

取りながら施策を進めています。 
  
計画期間及び目標 

平成 26 年度（2014 年度）から令和 12 年度（2030 年度）まで（中間目標は、令和２年度

（2020 年度）） 

目標 ①市内の年間電力消費量  

平成 22 年度（2010 年度）比で令和２年度（2020 年度）にマイナス 10％、令和

12 年度（2030 年度）にマイナス 20％ 

目標②市内の年間電力消費に対する再生可能エネルギー等による発電量の             

割合 

令和２年度（2020 年度）に 10％、令和 12年度（2030 年度）に 25％ 
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１．３．３．１  鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画（区域施策編） 

 

計画の目的 

地球温暖化は、現在の私たちの生活による環境への負荷が大きな要因となり、将来

にわたってまで地球環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 私たちは、地球上のあらゆる人々が、良好な環境の中で生活することができる社会

を創り上げ、将来世代に引き継いでいかなければなりません。 

 本計画では、市域における地球温暖化対策にできるだけ速やかにまた継続的に取り

組んでいく必要があるため、各主体別の温室効果ガスの削減目標を設定し、その目標

達成のための具体的な取組及び推進体制を示しています。 

 

削減対象ガス 

 地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。）では、７種類の

ガスを温室効果ガスとして規定していますが、鎌倉市域で排出される温室効果ガスの

大部分は二酸化炭素が占めることから、本市では二酸化炭素のみを対象とします。 

※フロン類への対応については、環境基本計画に掲げた施策と一体的に推進します。 

 

対象期間 

 平成 28 年度（2016 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までを対象期間とし、少

なくとも５年ごとに国の温暖化対策や世界的な動向を踏まえて見直しを行います。 

 

目標値 

≪温暖化緩和策に関する目標≫ 

  市域における令和 12 年度（2030 年度）の二酸化炭素排出量を、平成 25 年度（2013

年度）に比べ 46％削減する。 

≪温暖化適応策に関する目標≫ 

  気候変動適応を推進し、安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指す 

 

計画の位置づけ  

 本市では温対法に基づき、平成 20 年（2008 年）３月に鎌倉市地球温暖化対策地域

推進計画を策定し、推進してきましたが、平成 28 年（2016 年）３月には、国、県の

地球温暖化対策と整合を図りながら、この地域推進計画を引き継ぎ発展させた計画と

して鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画を策定しました。 

 この計画は、温対法第 19 条第２項に規定された地方公共団体実行計画（区域施策

編）として位置づけられるとともに、「鎌倉市環境基本条例」に基づき策定された「第

３期鎌倉市環境基本計画」の目標項目の一つである「地球環境」の目標を実現するた

めの施策や取り組みを具体化する計画として推進しています。併せて、令和４年度

（2022 年度）の改訂により平成 30 年(2018 年)６月に制定された気候変動適応法(平

成 30 年法律第 50 号)第 12 条に基づく地域気候変動適応計画としても位置付けます。 
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１．３．３．２  鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画（地域脱炭素化促進事業編） 

 

計画の目的 

地球温暖化対策の推進に関する法律で市町村に対し努力義務とされている「地域脱

炭素化促進事業の促進に関する事項」の内容を定めるとともに、「本市の区域施策編」

の中では国の地球温暖化対策計画の削減目標を準用して算出していた部門別削減目

標の見直し、また「本市の区域施策編」の中で別に定めるとしていた、脱炭素化を進

めるうえで必要となる「本市の目標達成に向け優先して取り組むべき事業」や、地域

の脱炭素化の実現において重要である事業者との連携についてもあわせて定めるこ

とで、本市の脱炭素に係る目標達成に向けた施策を推進しています。 

 

主な内容 

・地域脱炭素化促進事業 

環境に配慮し地域に役立つ再生可能エネルギーの施設整備を行う「促進区域」等の

設定 

・部門別削減目標の見直し 

平成 25 年度（2013 年度）以降の二酸化炭素排出量の増減実態や本市の自然的社会

的特性を踏まえた部門別削減目標の見直し 

・目標達成に向けた優先して取り組むべき事業 

二酸化炭素排出の削減効果が比較的大きく脱炭素社会の実現に特に重要と考えら

れる事業などを優先して推進する事業として選定 

 

計画の期間 

 鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画（地域脱炭素化促進事業編）の計画期間は令和

６年度（2024 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの７年間です。 

 

計画の位置づけ  

 この計画は鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画（区域施策編）に付属する計画とし

て位置付けます。 
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１．３．３．３  鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

 

計画の目的 

 平成 28 年（2016 年）５月に閣議決定された国の「地球温暖化対策計画」において、

地方公共団体については、エネルギー起源二酸化炭素排出量を約 40％削減することと

しています。この約 40％削減を目指して、本市が実施している事務・事業に伴って排

出するエネルギー起源の温室効果ガスの削減目標や削減に向けての取組などを定め

た「鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、地球温暖化対策を推

進しています。 

 

削減対象ガス 

 温対法では、７種類のガスを温室効果ガスとして規定しています。このうち本計画

で対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の３種類です。 

 

対象期間 

 令和２年度（2020 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 11 年間を対象期間

とし、策定から５年後に見直しを行うことを基本としますが、情勢等が大きく変化し

た場合などは、その都度見直しを行います。 

 

目標値 

削減目標：平成 25 年度（2013 年度）比で令和 12 年度（2030 年度）までにエネルギ

ー起源 CO₂排出量の 40.2％削減 

削減目標量：8,696t-CO₂ 

 

計画の位置づけ  

 鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）は、温対法第 21 条第１項の規定に

より市町村等に策定が義務付けられている計画で、根拠法及び国の計画、また、本市

の上位関連計画等を踏まえ策定しました。 
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１．３．４ 鎌倉市環境教育行動計画 
 

策定の経過 

 平成 19 年度（2007 年度）に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進

に関する法律」の趣旨に基づき、また、「第２期鎌倉市環境基本計画」の目標の一つ

である「環境教育の推進」を達成するための実行計画として、「鎌倉市環境教育推進

計画」を策定しました。 

 この「鎌倉市環境教育推進計画」は平成 27 年度（2015 年度）までの計画であるこ

とから、さらなる環境教育の推進を図るため、「環境教育等による環境保全の取組の

促進に関する法律（以下、環境教育等促進法）」第８条１項の規定に則り、本市の自

然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協

働取組の推進に関する行動計画に関する行動計画として、「鎌倉市環境教育行動計画」

を策定しました。 

 

計画の目標 

 意欲的に環境保全に取り組む人を育てます。 

 ※第３期鎌倉市環境基本計画の目標項目「環境教育」で定める目標を本計画の目標

としています。 

 

計画の期間 

  本計画は、「第３期鎌倉市環境基本計画」に基づき、平成 28 年度（2016 年度）か

ら令和７年度（2025 年度）までを計画期間としています。 

 

計画の位置づけ 

  本計画は、環境教育等促進法第８条の規定に基づく「環境教育行動計画」に位置づ

けられるとともに、第３期鎌倉市環境基本計画の目標の項目「環境教育」における目

標を達成するための施策の体系等を示し、環境基本計画の構成の一部としても位置づ

けています。 
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１．３．５ 鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画 

 

策定の趣旨 

 資源の消費を抑制し、環境への負荷を出来るだけ少なくする循環型社会の形成は、

今日の国際的な課題となっています。 

 鎌倉市では、ごみの減量・資源化を推進するため、平成２年（1990 年）から「ごみ

ダイエット運動」を展開し、平成８年(1996 年)11 月には燃やすごみを減らす｢ごみ半

減都市宣言｣を行いました。平成９年（1997 年）からは家庭から排出される廃棄物の

５分別収集を開始し、積極的に資源の再生利用に取り組んできました。 

 本市のごみと生活排水の処理のあり方について定めた 「一般廃棄物処理基本計画」

を平成３年（1991 年）９月に策定し、平成 18 年度（2006 年度）から平成 27 年度（2015

年度）までを計画期間とした「第２次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計

画」の実施状況を踏まえ、平成 28 年（2016 年）10 月に令和７年度（2025 年度）を目

標年度とした「第３次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画」を策定しま

した。 

  

計画の期間 

 第３次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画の計画期間は、平成 28 年

度（2016 年度）から令和７年度（2025 年度）までの 10 年間です。 

 

計画の見直しに向けた取組 

平成 31 年（2019 年）３月の「将来のごみ処理体制についての方針」の公表、令和

２年（2020 年）８月の「鎌倉市、逗子市、葉山町ごみ処理広域化実施計画」の策定や、

令和元年（2019 年）10 月の「食品ロス削減の推進に関する法律」の施行、平成 30 年

（2018 年）10 月の「かまくらプラごみゼロ宣言」、SDGs 未来都市としての選定等の

経緯を踏まえ、見直しを行いました。令和２年（2020 年）１月に鎌倉市廃棄物減量化

及び資源化推進審議会に諮問し、協議を重ねて素案を取りまとめ、令和３年（2021

年）２月中旬から意見公募（パブリックコメント）を実施の上で審議を重ね、同年６

月に答申を得たのち、計画を一部改定しました。 

引き続き環境負荷の少ない循環型社会の形成を目指し、計画期間満了後の令和８年

度（2026 年度）からの第４次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画の策定

について、令和６年（2024 年）８月に鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に諮

問し、協議を重ねています。 

 

計画の性格 

 鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画は｢廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律｣第６条第１項に規定される一般廃棄物処理基本計画を構成する計画であり、

循環型社会の形成を目指す本市におけるごみ処理の基本方針や方法を明らかにする

ものです。 

   
 

 

！ＭＥＭＯ ｢循環型社会｣とは 
 
  第一に製品等が廃棄物等になることを抑制し、第二に排出された廃棄物等については、
できるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分
されることが徹底されることにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる
限り低減される社会とされています。 



１.総 説 

 ３.計 画 
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１．３．６ 鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画 

 

策定の趣旨 

  河川や海域等の公共用水域の水質を保全し、快適な生活環境を維持・創造すること

は、地方公共団体にとって重要な課題となっています。 

 鎌倉市は、公共下水道の整備を進め、計画的に環境衛生の向上に努めるとともに、

周辺の環境と調和したまちづくりの実現に向けて、し尿などの生活排水の処理に取り

組んできました。 

 本市のごみと生活排水の処理のあり方について定めた 「一般廃棄物処理基本計画」

を平成３年（1991 年）９月に策定し、平成 18 年度（2006 年度）から平成 27 年度（2015

年度）までを計画期間とした「第２次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基

本計画」の実施状況を踏まえ、平成 28 年（2016 年）10 月に令和７年度（2025 年度）

を目標年度とした「第３次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画」を

策定しました。 

 本計画に基づき、より快適で豊かな水環境の創出を推進していきます。 

 

計画の期間 

 第３次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画の計画期間は、平成 28 年度（2016 年度）か

ら令和７年度（2025 年度）までの 10 年間です。 

 

計画の見直しに向けた取組 

 計画期間満了後の令和８年度（2026 年度）からの第４次鎌倉市一般廃棄物処理基本

計画活排水処理基本計画の策定について、令和６年（2024 年）８月に鎌倉市廃棄物減

量化及び資源化推進審議会に諮問し、協議を重ねています。 

 

計画の性格 

 鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第６条第１項」に規定される一般廃棄物処理基本計画を構成する計画で

あり、循環型社会の形成を目指す本市における生活排水処理の基本方針や方法を明ら

かにするものです。 

 



１.総 説 
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１．３．７ 鎌倉市家庭系ごみ戸別収集実施計画 

 

策定の経過 

 鎌倉市の家庭系ごみは、クリーンステーション方式による収集を実施していますが、

クリーンステーションの維持管理にあたり様々な負担が生じています。高齢化やライ

フスタイルの多様化、社会情勢の変化を踏まえ、市民サービス向上や福祉的な観点か

ら、安定的・継続的な収集体制の構築を目的として、本市における家庭系ごみ戸別収

集の実施について、令和５年１月 27 日付けで「鎌倉市における戸別収集のあり方に

ついて」を鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に諮問し、当審議会から得た答

申に基づいて、令和６年５月 16 日付で「鎌倉市における戸別収集のあり方について」

方針を策定しました。その後、令和６年６月市議会定例会において、戸別収集実施に

係る予算の承認を得たことから、令和６年 12 月 16 日に「鎌倉市家庭系ごみ戸別収集

実施計画」を策定しました。 

 

第３次一般廃棄物処理基本計画上の位置づけ 

 平成28年度から令和７年度までの10年間を計画期間とする第３次一般廃棄物処理

基本計画の中で、市民サービスの向上に寄与する施策として戸別収集の実施について

検討することとしています。 

  

計画の性格 

本計画では、戸別収集を導入する目的、期待できる効果、戸別収集導入によって生

じる課題への対応、本市が実施する戸別収集の進め方や円滑な導入に向けた取組み等

について示す内容となっています。 

 

これまでの戸別収集に関する取組み 

ごみの減量を主な目的として、平成 24 年からモデル地区における戸別収集を実施

し、その後の全市展開を目指しましたが、ごみの削減量における費用対効果に対する

疑義や住民理解の醸成が不足しているなどの指摘があったことから、平成 28 年２月

にモデル地区における戸別収集を一旦終了し、これらの課題を整理することとなりま

した。 

 



１.総 説 

 ３.計 画 

17 

１．３．８ 鎌倉市まち美化行動計画  

 

策定の経過 

鎌倉市では、ごみの散乱のない美しいまちをつくるため、平成 13 年(2001 年)３月

に鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例（クリーンかまくら条

例）を制定しました。そして、同年 10 月に、市、市民、事業者、滞在者が果たすべ

き役割に応じた、それぞれの具体的な取組を「第１次鎌倉市まち美化行動計画」とし

て策定して以降、これまでに４次にわたり鎌倉市まち美化行動計画を策定し、市民と

の協働によりさまざまな事業を実施し、成果をあげてきました。 

また、平成 16 年(2004 年)12 月に、まちの美観及び良好な都市環境を保持すること

を目的とする鎌倉市落書き防止条例を制定し、３次にわたり、鎌倉市落書きのないま

ちづくり行動計画を策定し、市民や関係機関との連携・協働により快適な生活環境の

保全に努めてきました。 

前計画の成果や課題を踏まえ、落書きの形態も多様化していることから、落書きも

まち美化の一環として取り組めるよう、鎌倉市まち美化行動計画と鎌倉市落書きのな

いまちづくり行動計画を一本化することとし、令和２年(2020 年)３月に「第５次鎌倉

市まち美化行動計画」を策定し、第５次鎌倉市まち美化行動計画に基づき、取組を推

進しています。 

  

計画の期間 

 第５次 令和２年度（2020 年度）から令和７年度（2025 年度）まで 

 

特  徴 

 この計画では、市民、事業者、滞在者等と行政が連携して効果的かつ継続的な取組

を進めるため、それぞれの実施主体別に、役割を設定しています。 

また、第５次鎌倉市まち美化行動計画では、次に掲げる事項を特徴とした、より具

体的な取組を示しています。 

１ 落書きの形態はさまざまなことから、まち美化の一環として、鎌倉市まち美化行

動計画と鎌倉市落書きのないまちづくり行動計画を合わせ、一体的に推進します。 

２ これまでの美化活動を継続しつつ、環境意識の高い事業者との協働により、美化

活動の重要性を効果的に伝え、さらに来訪者がごみの持ち帰りを行うように啓発を

繰り返すなど活動を広げていきます。 

３ 海洋プラスチックごみの削減に寄与するため、国や神奈川県と連携し海岸の美化

活動を推進します。 

４ 全市域の道路や公園、広場、屋外の公共の場所を禁煙区域に指定します。 

５ 第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画にあわせて、ＳＤＧｓの理念を反映します。 

 

進行管理 

１ 市が実施する事業について、目標を設定します。 

２ 各事業の実施状況を把握し、その評価を行います。 

３ 実施した事業の状況等を広報紙やホームページで公開します。 

 



１.総 説 
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１．３．９ 鎌倉市クリハラリス（タイワンリス）防除実施計画  

 

策定の経過 

クリハラリス（タイワンリス）は台湾や東南アジアから日本に来た外来種です。生

息域は拡大傾向にあり、生活環境への被害にとどまらず生態系への深刻な影響も懸念

される状況になっています。 

こうしたことから鎌倉市では、これまで生活環境への被害に向けた対策として「鳥

獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年７月 12 日法律第 88

号）に基づき捕獲を許可してきましたが、生態系への影響を排除するには至りません

でした。そこで、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平

成 16 年６月２日法律第 78 号）に基づく防除実施計画を策定し、従前よりさらに踏み

込んだ対策を図ることとしました。 

  

計画の期間 

 令和３年（2021 年）４月１日から令和８年（2026 年）３月 31 日まで（５年間）。

なお、期限終了後は本計画を更新せず、令和６年（2024 年）３月に神奈川県が策定し

た「神奈川県クリハラリス（タイワンリス）防除実施計画」に則り防除を実施します。 

 

計画の目標 

 クリハラリスの個体数削減を図り、「生態系への影響・生活環境への被害・農林業

被害」の低減をめざします。 

 

実施の方法 

 被害に遭われた市民等を中心に、自治町内会や農業者団体、自然環境の保全に取り

組んでいる市民や団体等に捕獲への協力を呼びかけ、捕獲に従事するとして届出があ

った者（以下｢従事者｣という。）を従事者台帳へ登録し管理するとともに従事者証等

を交付し、クリハラリスの捕獲に用いる「はこわな」（以下「捕獲器」という。）を

貸出します。捕獲した個体は、できる限り苦痛を与えない方法（二酸化炭素による処

分）により殺処分し焼却等により適切に処理します。 

捕獲器の設置場所は、従事者が所有等する敷地内や市有緑地等、適切な管理が可能

なエリアとします。 

 

 

 

 

 

  

 



１．４．１ 環境部の歳入の内訳

令和6年度(2024年度）
鎌倉市　一般会計歳入

環境部の歳入

一般会計歳入に対する割合

主なもの
使用料及び手数料 ごみ処理手数料　
諸収入 資源物売却費　
国県支出金 交付金など
市債 事務室改修修繕など

77,769,654千円

913,581千円

1.17%

※単位未満の数値がある場合には、原則として四捨五入しているため、合計が各項目の和と一致しない場合
　があります。

(千円)

・・・

・・・

・・・

・・・

１.総 説

４.歳入・歳出決算

使用料及び手数料

718,932

国県支出金

29,005

財産収入・寄附金

1,669

諸収入

138,976

市債

25,000
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１．４．２ 環境部の歳出の内訳

令和6年度(2024年度)
環境部所管の歳出

（人件費含む）

(千円)

じん芥処理費の内訳（千円）
ごみ収集事業

戸別収集事業

ごみ資源化事業

３Ｒ推進事業
廃棄物処理施策推進事業

最終処分事業

ごみ処理広域化計画推進事業
名越クリーンセンター管理運営事業

今泉クリーンセンター管理運営事業
名越クリーンセンター収集事業　

今泉クリーンセンター収集事業

笛田リサイクルセンター管理運営事業

2,891

713,986

120,951

29

377,684

185,976

233,803

1,113,056

※単位未満の数値がある場合には、原則として四捨五入しているため、合計が各項目の和と一致しない場合があり
ます。

※その他は、10款国県支出金等返還金及び45款海浜保全事業です。

4,696,301千円

15,129

21,031

594,215

49,176

清掃総務費
925,498

じん芥処理費

3,427,925

し尿処理費

64,874

環境対策管理費

250,607
環境衛生費

26,743
その他653

１.総 説

４.歳入・歳出決算
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１．４．３ 鎌倉市の歳出の内訳

令和６年度(2024年度)　一般会計の歳出

環境部所管の歳出

一般会計に対する割合

(千円）

うち環境部

所管652

73,844,468千円

4,696,301千円（人件費含む）

6.36%

※単位未満の数値がある場合には、原則として四捨五入しているため、合計が各項目の和と一致しない
場合があります。

議会費
419,261

総務費

10,520,473

民生費
31,096,749

衛生費

6,488,743

労働費
89,267

農林水産業

費・商工費・観

光費
1,163,513

土木費
8,902,218

消防費

3,567,161

教育費
7,504,571

公債費・諸支出金
4,092,512

衛生費のうち環境部所管

4,695,648

１.総 説

４.歳入・歳出決算

うち環境部所管

1
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